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Ⅰ　EU の機能不全と制度改革

EU は，物・人・サービス・資本の自由移動

を意味する単一市場（域内市場）の創設を経て，

それを基盤に単一通貨を有するに至っている。

また，EU に加盟する国は，数次にわたる拡大

を経て，当初の６カ国から現在では 28 カ国に

増大している。

しかし今日，EU はさまざまな危機や難問に

直面する中で，「のろまで鈍重，柔軟性に欠け，

迅速に対応し決定することができない」と批判

されている。その主な理由の１つは，EU が拡

大の結果として機能不全に陥っているというこ

とである。28 加盟国の利益とニーズが多様化

しているにもかかわらず，EU は依然として「１

つの決定をすべてに当てはめる」式のシステム

をとっているため，迅速な問題解決能力が失わ

れていると指摘されている１）。

Ⅱ　アラカルト欧州と２速度式欧州

１．モネ方式の限界と多段階統合

第２次大戦後に始まった欧州統合は，エリー

トが主導し，それを民衆が許容するとの了解の

下，最終段階を示さないまま漸進的に経済統合
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を進め，欧州にスプラナショナル（超国家的）

とトランスナショナル（国境横断的）な関係を

築くことにより，平和と経済的繁栄をもたらそ

うとするものであった。それは，欧州統合の父

たちの一人とされるジャン・モネにちなんで，

「モネ方式」と呼ばれる。しかし現在，このモ

ネ方式に基づく統合が限界に直面しているので

はないかとの懸念が広がっている。

モネ方式に基づく欧州統合には，従来，すべ

ての加盟国が同時に共通の政策や協力を進める

という前提があり，経過期間や適用除外などが

認められることはあっても一時的であることが

条件である。それは，加盟候補国が加盟前に

「アキ・コミュノテール」と呼ばれる既存 EU

法体系をすべて受容する義務があることにも反

映されている。

しかし，加盟国の増加により異質性が増大す

ると，加盟国間の所得格差や政策目標・選好の

相違などがますます拡大する結果，一律に統合

を進めることには無理が出てくる。そこで，一

定分野では統合に参加しないことも認める必要

が生じる２）。このような状況に対応して登場

したのが，総称して「多段階統合」という考え

方である。それは，「EU 内の異質性を調整し，

異なる加盟国集団が異なる手続上および制度上

の取り決めを使用して一定の公共政策を行うの

を認める統合戦略の様式」と定義される３）。

これにはさまざまな類型化が存在する。たとえ

ば，次の３つに区分される場合がある。第１に

時間的に統合に差異をつけるが，目標を共有し

つつ，後発組が先発組にいずれは追いつくこと

を想定する「２速度式欧州」（「多速度式欧州」

と呼ばれることもある），第２に空間的・地理

的に統合に差異をつけ，それが永続することを

前提とする「可変翼欧州」，第３に一定の共通

政策に従いつつも，イシューに応じて柔軟な統

合の選択を認める「アラカルト欧州」である４）。

２．２速度式欧州と２速度式ユーロ圏

本稿では，２速度式欧州とアラカルト欧州と

いう２つの用語に基づいて，今後の欧州統合の

方向性に焦点を当てる。その際，第１に可変翼

欧州は場合に応じて他の２つの類型に含まれる

ものと捉える。第２に「２速度」とは統合の速

度が必ずしも２つあるということではなく，速

度に差をつけるという意味で使用する。その意

味で２速度式と多速度式は同義である。第３に

２速度式欧州における目標の共有が一部の加盟

国に限定される場合（欧州連邦型の２速度式欧

州）も含まれるものとする。第４に２速度式欧

州は相対的な概念である。それはユーロ圏と非

ユーロ圏の間で存在するだけでなく，ユーロ圏

の内部でも経済・財政政策をめぐって（欧州連

図表２　２速度式欧州（EU）と２速度式ユーロ圏

政策分野 通貨統合 経済・財政統合

対象国 EU 加盟国 ユーロ圏加盟国

能力の基準 経済的収斂条件 * 構造的収斂条件 **

統合の形態 欧州連邦型の
２速度式欧州（EU）
（ユーロ圏と非ユー

ロ圏）

欧州連邦
型の２速
度式ユー

ロ圏

市場主導
型の２速
度式ユー

ロ圏

（注）* 物価，財政，為替，金利における各基準値（マースト
リヒト条約）。

** 労働市場，競争力，ビジネス環境，公共行政，税制に
関する共通基準。

（出所）筆者作成。

図表１　EU 統合の三角形モデル

（出所）庄司克宏「EU 法の展開と課題―EU 統合の三角形モ
デル」『ジュリスト』第 1418 号，2011 年，16 頁修正。
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邦型と市場主導型の双方で）２速度式欧州の方

式が想定される。この場合をとくに「２速度式

ユーロ圏」（ユーロ圏内２速度式欧州）と呼ぶ

こととする（図表１，２参照）。

３．加盟国の意思と能力

モネ方式では統合に参加する加盟国の「意

思」と「能力」の両方が存在することが前提と

されてきた。EU が統合の深化を進める場合に

は，EU の「憲法」に当たる基本条約（EU 条

約および EU 機能条約）を改正する必要がある

が，それには加盟国の全会一致が必要とされ

る。多段階統合はそのような全会一致が達成さ

れない場合の調整方法であり，アラカルト欧州

は加盟国にとくに「意思」が欠ける場合を，ま

た，２速度式欧州は加盟国にとくに「能力」が

欠ける場合を想定している５）。

アラカルト欧州では，加盟国の（能力よりも）

「意思」が重視され，政策面において共通項と

しての単一市場の部分だけは全加盟国で維持す

るけれども，それ以外の単一通貨，自由・安全・

司法領域（国境管理，移民・難民，警察・刑事

司法協力等），外交・安全保障，政治統合など

はそれを望む国だけで協力することになる。

他方，２速度式欧州では，加盟国の（意思よ

りも）「能力」が重視され，先行する能力を持

つ加盟国の集団が前衛として統合を前進させる

ことにより共通の目的を追求することを意味す

る。他の加盟国は自己の能力に合った速度で進

むが，やがて追いつくことが想定されている。

ただし，特定の加盟国が（能力または意思の欠

如のため）結果として追いつくことができない

状況が固定化する場合もありうる。

これら２つの欧州統合モデルは，1993 年に

発効したマーストリヒト条約においてすでに一

部採用されている。その条約により通貨統合が

共通政策として導入されたが，財政赤字や政府

債務などを基準とする経済的収斂条件を充たし

た加盟国から順に単一通貨ユーロに参加すると

いう形で２速度式欧州の方式が採用された。一

方，イギリスとデンマークはそのような条件に

かかわらず参加しない政治的オプトアウトを認

められることにより，アラカルト欧州の要素が

生まれることとなった。

Ⅲ　EU 統合の三角形モデルにおける 
位置づけ

１．EU 統合の三角形モデル

アメリカの経済学者ダニ・ロドリクが提示し

た「世界経済の政治的トリレンマ」という仮	

説６）を EU に応用した「EU 統合の三角形モデ

ル」によれば（図表１参照），EU 経済統合を

前提とした場合，加盟国は国家主権と国内の民

主主義の両方を維持することはできなくなる。

これが含意することは次の３点である。第１

に，国家主権を委譲して経済統合する複数の国

家が民主主義を望むのであれば，その民主主義

は EU レベルで達成されなければならない（欧

州連邦型統合）。第２に，複数の国家が経済統

合しつつも国家主権を維持したいのであれば，

（民意よりむしろ）市場が要求するところに

従って国家主権を行使せざるをえない（市場主

導型統合）。第３に，国家主権と民主主義の両

方を確保したいのであれば，経済統合は放棄さ

れざるをえない（一国・民主主義）。

「EU 統合の三角形モデル」において，モネ

方式は加盟国に「意思」と「能力」が備わった

欧州連邦型統合の一形態と見ることができる。

それはエリート主導の統合方式であるが，統合
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による経済的利益を加盟国国民に配分すること

により支持を確保するという形で緩やかな意味

における EU レベルの民意すなわち「許容のコ

ンセンサス」（permissive	consensus）が存在

するとみなされた７）。

他方で，加盟国の「意思」と「能力」のいず

れかがとくに欠けている場合，アラカルト欧州

と２速度式欧州を次のように位置づけることが

できる。第１に欧州連邦型統合で EU レベルの

民主主義の実現に失敗する場合，アラカルト欧

州が各国民主主義に基づき表明される加盟国の

「意思」により展開する。あるいは，「能力」を

兼ね備えた一部の加盟国が「意思」を共有する

ことにより（共通の民意に基づいて）欧州連邦

型統合を先行して（事後の参加を許容しつつ）

進めることもありうる。これが経済・財政統合

においてユーロ圏で生じる場合，欧州連邦型の

２速度式ユーロ圏（ユーロ圏内２速度式欧州）

と呼ぶこととする（図表２参照）。

第２に（欧州連邦型統合に対する共通の民意

がない結果として）市場主導型統合が選択され

る場合（経済・財政政策分野における現在の

ユーロ圏諸国の状況），すべての加盟国が市場

の要求通りに国家主権を行使することができる

わけではないため，加盟国の「能力」に応じて

２速度式欧州の先発組（中核グループ）と後発

組（周辺グループ）に分かれることになる（周

辺グループは状況次第で中核グループの支援を

受けざるをえない）。これを市場主導型の２速

度式ユーロ圏（ユーロ圏内２速度式欧州）と呼

ぶこととする（図表２参照）。

第３に加盟国の「意思」としてアラカルト欧

州の共通項である単一市場にとどまることさえ

拒否する場合（例として，イギリスが国民投票

で EU 脱退を選択する場合）や，加盟国の「能

力」がユーロ圏にとどまる水準より下回る場

合（例として，債務危機が再発してギリシャが

ユーロ圏脱退を選択する場合）には，一国・民

主主義を選択して EU またはユーロ圏から脱退

することになる（図表１参照）。

２．インプット型正当性と欧州統合

アラカルト欧州は，民意に基づくインプット

型正当性の危機に対処する側面を有している。

そのような危機は，複数の国家が主権を委譲し

て経済統合するにもかかわらず，EU レベルで

民主主義が達成できない状況において生じる。

この状況に対してアラカルト欧州は，インプッ

ト型の正当性を各国レベルの民主主義により確

保しようとする。

他方，欧州連邦型の２速度式欧州において先

行する参加国（ユーロ圏）は，相互の間で共通

の民主主義を達成しようとするかもしれない。

後述するように，ユーロ圏の経済・財政同盟で

は共通の予算やユーロ圏財務大臣が構想されて

いるが，それに併せてユーロ圏議会の設置も提

案されている（欧州連邦型の２速度式ユーロ

圏）。

モネ方式では，加盟国行政府の代表（各国担

当大臣で構成される閣僚理事会）と独立の共通

機関（コミッション）により EU の法令が制定

され，運営されることが基本である。しかし，

EU 法が国内法に優越するという原則と相まっ

て，この方式では各国議会がバイパスされ，イ

ンプット型正当性に疑問符が付くことになる

（閣僚理事会で投票する各国担当大臣が国内議

会の指示通りに行動するとしても，投票で破れ

るならば，その国の民主主義は貫徹されない）。

そこで，直接選挙された欧州議会が EU 立法

に参加することにより EU レベルでの民主主義
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を達成するよう期待された。しかし，欧州議会

の権限が強化されてきたにもかかわらず，選

挙のたびに投票率が低下する一方であること

（1979 年第１回選挙では約 62％であったが，

2014 年選挙では約 43％）から，インプット型

正当性の欠如が指摘される。さらに，EU レベ

ルで共通のデモス demos（国民）という基盤

のないところに民主主義は成立しえないという

立場（デモス不在論）から，EU は「民主主義

の赤字」という批判を受けている。各国におけ

る欧州懐疑派政党の台頭は，EU のインプット

型正当性の危機を反映している。このような批

判は，先述した欧州連邦型の２速度式ユーロ圏

（ユーロ圏内２速度式欧州）においても起こり

うる。

以上のようなインプット型正当性の危機に対

しては，各国議会を EU の政策決定プロセスに

組み入れるという対応がとられている。すなわ

ち，EU と加盟国（中央政府と地方自治体）と

の間で政策の規模および効果を権限行使の配分

基準とする補完性原則に照らして，各国議会

が EU 法案を監視する「補完性監視手続」が導

入されている。EU で法案提出権を独占するコ

ミッションの法案を補完性原則違反とする各国

議会票（各国２票）が全体の３分の１に達する

と，コミッションは法案の見直しを行う義務が

ある。ただし，その後に維持することも可能で

ある（イエローカード）。また，全体の過半数

に達する場合，コミッションが法案を維持して

も，閣僚理事会での 55％または欧州議会の過

半数により廃案となる（オレンジカード）。し

かし，いずれのカードにおいても各国議会に拒

否権が直接与えられていないため，インプット

型正当性の危機を克服するには十分ではないと

して批判されている。また実績においても，イ

エローカードが成立したのはこれまでに２件に

とどまり，オレンジカードが成立したことは１

度もない８）。

３．アウトプット型正当性と欧州統合

EU では今日，28 加盟国の間で異質性が増大

したことにより政治的，経済的，社会的相違が

拡大しているにもかかわらず，EU 諸機関が弱

体であり，EU の政策が十分な成果を上げてい

ないために民衆の支持を失っていると批判され

る。このように，EU はアウトプット型の正当

性の危機にも直面している。その処方箋の１

つとして提唱されるのが，２速度式欧州であ	

る９）。このアプローチは，「能力」を示す経済

的収斂基準に基づき，当時 15 カ国で構成され

た EU 内の（欧州連邦型の）２速度式欧州とし

て単一通貨ユーロの導入に採用され，今日に

至っている（図表２参照）。

しかし，単一通貨ユーロの導入に成功した

後，ユーロ圏は欧州債務危機によりアウトプッ

ト型正当性の危機に直面した。そこで，ユーロ

圏が経済通貨同盟（EMU）を建て直し，経済・

財政統合を進める方式として，通貨統合と同

様，欧州連邦型統合の２速度式欧州により（イ

ンプット型正当性とともに）アウトプット型正

当性を確保することが構想されている。たとえ

ば，フランス中央銀行のビルロワドガロー総裁

およびドイツ連邦銀行のヴァイトマン総裁の共

同寄稿では，ユーロ圏加盟国が欧州レベルで主

権を包括的に共有する一方，民主的説明責任を

強化することにより，ユーロ圏共通の「財務省」

と独立の「財政理事会」，また，議会のコント

ロールの下で決定を行う強固な政治的機関など

を導入することが提案されている10）。そこで

は，もし「能力」を一層重視して参加基準が設
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定されるならば，参加国がより限定される（欧

州連邦型の）２速度式ユーロ圏（ユーロ圏内２

速度式欧州）の可能性も存在する。

他方，経済・財政統合において欧州連邦型の

２速度式欧州が達成されない場合，市場主導型

統合の下で２速度式欧州が追求されることにな

る。前掲共同寄稿では，ユーロ圏加盟国が経

済・財政面で欧州連邦型統合に進むことができ

ない場合の代替案として，ユーロ圏各国の責任

と財政ルールの強化に基づく分権的アプローチ

が示されている。それは「ユーロ圏内で国家主

権を保持するものであるが，それに対応して連

帯のレベルは低下する」とされている11）。こ

れは市場主導型統合における２速度式ユーロ圏

（ユーロ圏内２速度式欧州）を含意する（図表

１，２参照）。

Ⅳ　英 EU 合意とアラカルト欧州

１．キャメロン首相の対 EU 要求

イギリスのキャメロン首相は，2015 年 11 月

10 日，欧州理事会（EU 首脳会議）のトゥスク

常任議長に宛てた書簡で，「経済ガバナンス」

「競争力」「主権」「［域内］移民」という４つ

のバスケットを改革要求項目として提示した
12）。それに基づく交渉の結果，2016 年２月 19

日欧州理事会において，イギリスと他の EU 加

盟国との間で「EU 内におけるイギリスのた

めの新たな合意」（英 EU 改革合意）が成立し	

た13）。これを受けて，イギリスの EU 残留の

是非を問う国民投票が６月 23 日に実施される

こととなった。

２．英 EU 改革合意

英 EU 改革合意には，イギリスの要求するア

ラカルト欧州の要素が色濃く反映されている。

第１に「経済ガバナンス」では，ユーロ圏諸国

と非ユーロ圏諸国の平等原則が確認されてい

る。金融サービスの自由を含む単一市場におい

て，28 カ国中 19 カ国を占めるユーロ圏に有利

な銀行規制などにより，非ユーロ圏の利益が損

なわれないようにするため，閣僚理事会での関

連法案の採択の際に少なくとも１カ国が特定

多数決（加盟国数 55％以上かつ EU 総人口の

65％以上）による法案採択に反対するならば，

議長国はその問題を欧州理事会での各国首脳間

の審議に付託することができる（ただし，拒否

権を認めるものではない）。

第２に「競争力」では，EU が単一市場にお

ける規制改革と不必要な立法の廃止を行うこと

が確認されている。

第３に「主権」では，「一層緊密化する連合」

という文言がイギリスに適用されないこと，ま

た，すべての加盟国に共通の運命を追求するよ

う強制するものでもないことが確認されてい

る。さらに，国内議会の役割向上について，先

述した補完性監視手続にあるイエローカードと

オレンジカードに加えて，レッドカード（国内

議会による集合的拒否権）が導入される。す

なわち，EU 法案が補完性原則に従っていない

ことを示す理由付意見が各国議会票の合計の

55％を超える場合，法案が修正されない限り，

閣僚理事会での法案審議は中止される（事実上

の廃案）。

第４に「移民」から「社会給付及び自由移動」

に改称されたバスケットでは，労働者の自由

移動に関連する EU 立法の改正が約束されてい

る。まず，労働者が居住する以外の加盟国に送

金する養育手当を，当該児童の居住国の状況に

連動させることができるようになる。また，無
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拠出制の在職給付に関して，長期にわたり例外

的な規模で他の加盟国から労働者が流入する場

合のセーフガード・メカニズムが導入される。

閣僚理事会が許可すれば，加盟国は労働市場に

新規参入する域内労働者の無拠出制在職給付を

雇用開始から上限４年まで制限すること（時間

経過に伴う給付開始と段階的な増額を含む）が

できる。それは新規の域内移民労働者を対象に

７年間適用される。

Ⅴ　EMU 完成と２速度式ユーロ圏

現在，ユーロ圏では，EMU の完成，すなわ

ち，通貨統合を達成した後の共通目標として経

済・財政統合が課題とされている。2015年６月，

コミッションのユンカー委員長が中心になって

まとめた「経済通貨同盟（EMU）の完成」と

題する報告書（ユンカー報告書）が欧州理事会

に提出された14）。それは，経済同盟（共通の

構造改革），金融同盟（銀行同盟の強化，資本

市場同盟の促進），財政同盟（財政の持続可能

性と安定化），政治同盟（民主的説明責任と正

当性，制度的強化）を柱として EMU 完成のた

めの段階を設定し，それぞれの課題を提示して

いる。

第１段階（2015 年後半～ 17 年前半）では，

現行の基本条約の下で既存の手段に依拠して

「構造的収斂」の向上が行われる。2017 年春に

は EMU 完成白書が公表され，第２段階で必要

とされる次のステップが示される。

第２段階（2017 年後半～）では，おそらく

条約改正により，大規模なマクロ経済ショック

を緩和するための「ユーロ圏財政安定化機能」

すなわちユーロ圏共通予算が導入される。それ

に伴ってユーロ圏の財務大臣と財務省に相当す

る組織が設置されるとともに，これを民主的に

コントロールするためのユーロ圏議会が設立さ

れる。しかし，すべてのユーロ圏諸国が第２段

階に自動的に移行できるわけではない。労働市

場，競争力，ビジネス環境，公共行政，一定の

税制に関する共通の「構造的収斂基準」を達成

することが，とくにユーロ圏共通予算にアクセ

スするための条件として示されている。言い換

えれば，第２段階に参加するためには構造的収

斂基準を充たす必要がある。これは，経済・財

政同盟が欧州連邦型の２速度式ユーロ圏（ユー

ロ圏内２速度式欧州）であることを示している
15）。このようにして，遅くとも 2025 年までに

最終段階に達するものとされている。

Ⅵ　アラカルト欧州と 
２速度式欧州の並存

英 EU 改革合意は，欧州統合プロセスにおい

て「さまざまな加盟国にとって異なる統合径路

が可能である」として，統合の深化を望まない

国の権利を尊重することを約束し，アラカルト

欧州を EU に公式に認めさせたという意義があ

る。しかしその一方で，同合意には，EU 基本

条約が「共通の将来像を共有する加盟国」の間

で統合を深化させることを許容しているとも述

べており，２速度式欧州（または２速度式ユー

ロ圏）が可能であることを表明するものであ

る。このように，アラカルト欧州と２速度式欧

州は，単一市場を共通基盤として，並存する関

係にある。ただし，イギリスが望む単一市場に

は人（労働者）の自由移動は含まれていないよ

うである。

英 EU 改革合意は，国民投票でイギリスの

EU 残留が決定されるならば効力を発生する。
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とはいえ，同国が EU を脱退するとしても，ア

ラカルト欧州的な傾向は EU 内で残存するよう

に思われる。他方で，Brexit 問題がいずれに

せよ落ち着いた後は，本年後半から EMU の完

成に向けた議論が活発化する。EU のパワーの

源が今後も単一市場とその革新にあることに変

わりはないものの，独仏を中核として２速度式

欧州（ユーロ圏）により EMU を完成に導くこ

とが，アラカルト欧州のカウンターバランスと

して働き，今後の欧州統合を牽引するものとな

ろう。
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